
電機連合＠見える化通信 Vol.１５５（２０２４.１１） 「見える化通信」では、難しそうで見えづらい政策課題の中身を月に一回紹介します。

来年は個人情報保護法の見直しの年に当たります。政府は、法改正に向けた検討を進めていますが、個人

の権利利益を守りつつ、企業のビジネス活動における負担をいかに抑えられるか、難しいバランスが求めら

れています。 

電機連合 政策部門 

個
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と
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個
人
情
報
と
は
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
、

顔
写
真
な
ど
特
定
の
個
人
を
識
別
で
き
る
情
報

や
、
身
体
デ
ー
タ
、
公
的
な
番
号
な
ど
を
い
い
ま

す
（
図
表
１
）
。
こ
れ
ら
の
情
報
は
、
個
人
の
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
わ
る
一
方
、
そ
の
活
用
を
進

め
る
こ
と
で
、
行
政
や
医
療
、
ビ
ジ
ネ
ス
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
分
野
で
の
サ
ー
ビ
ス
向
上
や
業
務
効

率
化
を
図
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

そ
こ
で
、
２
０
０
３
年
に
、
個
人
情
報
の
有
用

性
に
配
慮
し
な
が
ら
、
個
人
の
権
利
や
利
益
を

守
る
こ
と
を
目
的
に
、
個
人
情
報
保
護
法
が
制

定
さ
れ
ま
し
た
。 

             

 

同
法
は
、
施
行
か
ら
３
年
ご
と
に
見
直
す
こ

と
に
な
っ
て
お
り
、
来
年
が
見
直
し
の
年
に
当

た
り
ま
す
。
な
お
、
こ
れ
ま
で
に
３
度
の
大
き
な

改
正
が
あ
り
ま
し
た
（
図
表
２
）
。 

２
０
１
５
年
改
正
で
は
、
位
置
情
報
や
購
買

履
歴
な
ど
の
個
人
デ
ー
タ
が
商
品
や
サ
ー
ビ
ス

の
開
発
や
販
売
促
進
へ
活
用
さ
れ
る
動
き
を
受

け
、
こ
う
し
た
デ
ー
タ
を
個
人
情
報
と
は
切
り

分
け
、「
匿
名
加
工
情
報
」
と
し
て
そ
の
活
用
を

促
し
ま
し
た
。
一
方
で
、
２
０
２
０
年
改
正
で
は
、

個
人
の
権
利
保
護
を
目
的
に
、
個
人
が
望
ま
な

い
デ
ー
タ
の
利
用
停
止
を
企
業
に
求
め
る
権
利

を
拡
大
し
て
い
ま
す
。 

                 

 
 

 

法
改
正
内
容
を
検
討
す
る
個
人
情
報
保
護
委

員
会
は
、
今
年
の
６
月
に
中
間
整
理
を
公
表
し

ま
し
た
。 

中
間
整
理
の
ポ
イ
ン
ト
は
図
表
３
の
通
り
で

す
。
第
１
に
、
顔
認
証
の
指
紋
な
ど
の
生
体
デ
ー

タ
や
、
１
６
歳
未
満
の
子
ど
も
の
個
人
情
報
に

つ
い
て
は
、
本
人
か
ら
企
業
に
「
利
用
停
止
」
の

要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
原
則
、
停
止
や
削
除

に
応
じ
る
よ
う
に
求
め
て
い
ま
す
。
第
２
に
、
現

行
法
で
は
、
個
人
漏
え
い
等
が
あ
っ
た
際
、
企
業

は
本
人
に
速
や
か
に
通
知
す
る
こ
と
に
加
え
、

委
員
会
に
３
～
５
日
以
内
に
速
報
を
報
告
す
る

義
務
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
原
則
３
０
日
以

内
の
確
報
の
み
と
し
緩
和
し
て
い
ま
す
。
な
お
、

違
反
行
為
へ
の
課
徴
金
や
団
体
訴
訟
制
度
の
導

入
は
検
討
を
継
続
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
経

済
界
か
ら
の
企
業
活
動
の
委
縮
に
つ
な
が
る
と

の
反
対
を
受
け
て
の
も
の
で
す
。
第
３
に
、
公
益

性
の
高
い
生
成
Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）
の
基
盤
モ
デ

ル
で
個
人
デ
ー
タ
を
学
習
す
る
際
は
、
病
歴
な

ど
の
情
報
で
も
原
則
的
に
本
人
か
ら
同
意
を
得

る
こ
と
を
不
要
と
し
て
い
ま
す
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政
府
は
７
月
に
検
討
会
を
設
け
、
継
続
課
題

で
あ
る
課
徴
金
や
団
体
訴
訟
制
度
の
導
入
の
是

非
を
中
心
に
検
討
を
続
け
て
お
り
、
年
内
に
結

論
を
出
す
予
定
で
す
。 

電
機
連
合
で
は
、
デ
ー
タ
利
活
用
は
あ
ら
ゆ

る
ビ
ジ
ネ
ス
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、
権

利
保
護
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
進
め
て
い
く

こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
ま
す
。
議
論
内
容
を
注

視
し
、
必
要
で
あ
れ
ば
、
組
織
内
議
員
な
ど
を
通

じ
た
意
見
提
起
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。 

３
度
の
大
き
な
改
正 

２
０
２
５
年
改
正
に
向
け
た
ポ
イ
ン
ト 

権
利
保
護
と
ビ
ジ
ネ
ス
活
動
の 

バ
ラ
ン
ス
を 

個人データの利活用  

権利保護とビジネス活動のバランスを 

■図表３ 中間整理のポイント 

個 人 の 権 利 利
益のより実質的
な保護 

・ 生体データは本人からの申告で
原則削除 【権利保護】 

・ 16 歳未満の子どもの個人データ
は本人からの申告で原則削除 
 【権利保護】 

実効性のある監
視・監督体制 

・ 情報漏えい等の報告・本人通知
の緩和 【企業負担緩和】 

・ 違反行為への課徴金や団体訴訟
制度の導入は検討を継続 
 【権利保護】 

データ利活用に
向けた取り組み
に対する支援等 

・ 公益性の高い生成ＡＩ基盤等で個
人データを学習する際、本人同意
は原則不要 【企業負担緩和】 

出所）政府資料をもとに電機連合作成 

■図表１ 個人情報とは 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所）政府広報オンライン「『個人情報保護法』を分か

りやすく解説。個人情報の取扱いルールとは？」

より 

■図表２ ３度の大きな改正 
2015 年改正法（2017 年 5 月全面施行） 

・ 取り扱う個人情報の数が 5,000 人分以下の小規模事業者を対象化 
・ 匿名加工情報(注 1)制度の創設 
・ 個人情報保護委員会の新設        など 

2020 年改正法（2022 年 4 月全面施行） 

・ 個人データの利用停止・消去等の請求権の拡充 
・ 漏えい等が発生した場合の個人情報保護委員会への報告及び本人

通知の義務化 
・ 仮名加工情報(注 2)制度の創設 
・ データの提供先において個人データとなることが想定される「個人関連

情報」について、第三者提供にあたっての本人同意が得られているこ
と等の確認を義務付け   など 

2021 年改正法（2022 年 5 月施行） 

・ 別々に定められていた民間事業者、国の行政機関、独立行政法人等、
地方公共団体の機関及び地方独立行政法人のルールを集約・一体化 

注１）特定の個人を識別できないように加工し、復元できないようにした情報 
注２）一定の措置を講じて個人情報を加工し、他の情報と照合しない限り特定

の個人を識別できないようにした情報 
出所）政府資料をもとに電機連合作成 


